
 

地方自治法（抄） 

 

第 14 条（略） 

② （略） 

③ 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反

した者に対し、2 年以下の懲役若しくは禁錮、100 万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収

の刑又は 5 万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。 

第 15 条（略） 

② 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規

則中に、規則に違反した者に対し、5 万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。 

第 98 条 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務（自治事務にあっては労働

委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあって

は国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の検査の対象とすることが適当

でないものとして政令で定めるものを除く。）に関する書類及び計算書を検閲し、当該普通地方

公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、

労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員の報告を請求して、

当該事務の管理、議決の執行及び出納を検査することができる。 

② 議会は、監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務（自治事務にあっては労働委員会及

び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあっては国の安

全を害するおそれがあることその他の事由により本項の監査の対象とすることが適当でないも

のとして政令で定めるものを除く。）に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求する

ことができる。この場合における監査の実施については、第 199 条第 2 項後段の規定を準用す

る。 

第 138 条の 4 普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の長の外、法律の定め

るところにより、委員会又は委員を置く。 

第 149 条 普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する。 

一 普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。 

二 予算を調製し、及びこれを執行すること。 

三 地方税を賦課徴収し、分担金、使用料、加入金又は手数料を徴収し、及び過料を科すること。 

四 決算を普通地方公共団体の議会の認定に付すること。 

五 会計を監督すること。 

六 財産を取得し、管理し、及び処分すること。 

七 公の施設を設置し、管理し、及び廃止すること。 

八 証書及び公文書類を保管すること。 

九 前各号に定めるものを除く外、当該普通地方公共団体の事務を執行すること。 

第 199 条（略） 

②～⑥ （略） 

⑦ 監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、当

資料２ 



該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的

援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査すること

ができる。当該普通地方公共団体が出資しているもので政令で定めるもの、当該普通地方公共

団体が借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの、当該普通地方公共団体が受益権を有

する信託で政令で定めるものの受託者及び当該普通地方公共団体が第 244 条の 2 第 3 項の規

定に基づき公の施設の管理を行わせているものについても、また、同様とする。 

⑧ 監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、関係人の出頭を求め、若しくは関係人

について調査し、若しくは関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験

を有する者等から意見を聴くことができる。 

⑨～⑫（略） 

（使用料） 

第 225 条 普通地方公共団体は、第 238 条の 4 第 7 項の規定による許可を受けてする行政財産

の使用又は公の施設の利用につき使用料を徴収することができる。 

（手数料） 

第 227 条 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつ

き、手数料を徴収することができる。 

（分担金等に関する規制及び罰則） 

第 228 条 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなけ

ればならない。この場合において、手数料について全国的に統一して定めることが特に必要と

認められるものとして政令で定める事務（以下本項において「標準事務」という。）について手

数料を徴収する場合においては、当該標準事務に係る事務のうち政令で定めるものにつき、政

令で定める金額の手数料を徴収することを標準として条例を定めなければならない。 

２ 分担金、使用料、加入金及び手数料の徴収に関しては、次項に定めるものを除くほか、条例

で 5 万円以下の過料を科する規定を設けることができる。 

３ 詐欺その他不正の行為により、分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収を免れた者につい

ては、条例でその徴収を免れた金額の 5 倍に相当する金額（当該 5 倍に相当する金額が 5万円

を超えないときは、5 万円とする。）以下の過料を科する規定を設けることができる。 

（分担金等の徴収に関する処分についての審査請求） 

第 229 条 普通地方公共団体の長以外の機関がした分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収に

関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場

合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。 

２ 普通地方公共団体の長は、分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収に関する処分について

の審査請求があったときは、議会に諮問してこれを決定しなければならない。 

３ 議会は、前項の規定による諮問があつた日から 20 日以内に意見を述べなければならない。 

４ 第 2 項の審査請求に対する裁決を受けた後でなければ、同項の処分については、裁判所に出

訴することができない。 

（督促、滞納処分等） 

第 231 条の 3 分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の普通地方公共団体の歳入を納

期限までに納付しない者があるときは、普通地方公共団体の長は、期限を指定してこれを督促



しなければならない。 

２ 普通地方公共団体の長は、前項の歳入について同項の規定による督促をした場合においては、

条例の定めるところにより、手数料及び延滞金を徴収することができる。 

３～11（略） 

（契約の履行の確保） 

第 234 条の 2 普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入

れその他の契約を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の職員は、政令の定めると

ころにより、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認（給付の完了

前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件

の既納部分の確認を含む。）をするため必要な監督又は検査をしなければならない。 

２ 普通地方公共団体が契約の相手方をして契約保証金を納付させた場合において、契約の相手

方が契約上の義務を履行しないときは、その契約保証金（政令の定めるところによりその納付

に代えて提供された担保を含む。）は、当該普通地方公共団体に帰属するものとする。ただし、

損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは、その定めたところによるもの

とする。 

（現金及び有価証券の保管） 

第 235 条の 4 普通地方公共団体の歳入歳出に属する現金（以下「歳計現金」という。）は、政令

の定めるところにより、最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。 

２ 債権の担保として徴するもののほか、普通地方公共団体の所有に属しない現金又は有価証券

は、法律又は政令の規定によるのでなければ、これを保管することができない。 

３ 法令又は契約に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体が保管する前項の現金

（以下「歳入歳出外現金」という。）には、利子を付さない。 

（行政財産の管理及び処分） 

第 238 条の 4 行政財産は、次項から第 4 項までに定めるものを除くほか、これを貸し付け、交

換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定すること

ができない。 

２ 行政財産は、次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、

又は私権を設定することができる。 

一 当該普通地方公共団体以外の者が行政財産である土地の上に政令で定める堅固な建物その

他の土地に定着する工作物であって当該行政財産である土地の供用の目的を効果的に達成す

ることに資すると認められるものを所有し、又は所有しようとする場合（当該普通地方公共

団体と一棟の建物を区分して所有する場合を除く。）において、その者（当該行政財産を管理

する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に

限る。）に当該土地を貸し付けるとき。 

二 普通地方公共団体が国、他の地方公共団体又は政令で定める法人と行政財産である土地の

上に一棟の建物を区分して所有するためその者に当該土地を貸し付ける場合 

三 普通地方公共団体が行政財産である土地及びその隣接地の上に当該普通地方公共団体以外

の者と一棟の建物を区分して所有するためその者（当該建物のうち行政財産である部分を管

理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者



に限る。）に当該土地を貸し付ける場合 

四 行政財産のうち庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地（以下この号にお

いて「庁舎等」という。）についてその床面積又は敷地に余裕がある場合として政令で定める

場合において、当該普通地方公共団体以外の者（当該庁舎等を管理する普通地方公共団体が

当該庁舎等の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。）に当該余裕がある部

分を貸し付けるとき（前 3 号に掲げる場合に該当する場合を除く。）。 

五 行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の経営する鉄道、道路

その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者のために当該土地に地上権を設

定するとき。 

六 行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の使用する電線路その

他政令で定める施設の用に供する場合において、その者のために当該土地に地役権を設定す

るとき。 

３ 前項第二号に掲げる場合において、当該行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該土地

の上に所有する一棟の建物の一部（以下この項及び次項において「特定施設」という。）を当該

普通地方公共団体以外の者に譲渡しようとするときは、当該特定施設を譲り受けようとする者

（当該行政財産を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上

で適当と認める者に限る。）に当該土地を貸し付けることができる。 

４ 前項の規定は、同項（この項において準用する場合を含む。）の規定により行政財産である土

地の貸付けを受けた者が当該特定施設を譲渡しようとする場合について準用する。 

５ 前 3 項の場合においては、次条第 4 項及び第 5 項の規定を準用する。 

６ 第 1 項の規定に違反する行為は、これを無効とする。 

７ 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。 

８ 前項の規定による許可を受けてする行政財産の使用については、借地借家法（平成 3 年法律

第 90 号）の規定は、これを適用しない。 

９ 第 7 項の規定により行政財産の使用を許可した場合において、公用若しくは公共用に供する

ため必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、普通地方公共

団体の長又は委員会は、その許可を取り消すことができる。 

（私人の公金取扱いの制限） 

第243 条 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがある場合を除くほか、

公金の徴収若しくは収納又は支出の権限を私人に委任し、又は私人をして行なわせてはならない 

（公の施設） 

第 244 条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施

設（これを公の施設という。）を設けるものとする。 

２ 普通地方公共団体（次条第 3 項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。）は、 

正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。 

３ 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしては

ならない。 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第 244 条の 2 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除く



ほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。 

２ 普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものにつ

いて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会

において出席議員の 3 分の 2 以上の者の同意を得なければならない。 

３ 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めると

きは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定す

るもの（以下本条及び第 244 条の 4 において「指定管理者」という。）に、当該公の施設の管

理を行わせることができる。 

４ 前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲そ

の他必要な事項を定めるものとする。 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方

公共団体の議会の議決を経なければならない。 

７ 指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成

し、当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。 

８ 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係

る料金（次項において「利用料金」という。）を当該指定管理者の収入として収受させることが

できる。 

９ 前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定める

ところにより、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじ

め当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。 

10 普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期する

ため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について

調査し、又は必要な指示をすることができる。 

11 普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による

管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管

理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 

（公の施設の区域外設置及び他の団体の公の施設の利用） 

第 244 条の 3 普通地方公共団体は、その区域外においても、また、関係普通地方公共団体との

協議により、公の施設を設けることができる。 

２ 普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体との協議により、当該他の普通地方公共団体の

公の施設を自己の住民の利用に供させることができる。 

３ 前 2 項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

（公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求） 

第 244 条の 4 普通地方公共団体の長以外の機関（指定管理者を含む。）がした公の施設を利用す

る権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁

でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。 

２ 普通地方公共団体の長は、公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求があっ

たときは、議会に諮問してこれを決定しなければならない。 



３ 議会は、前項の規定による諮問があつた日から 20 日以内に意見を述べなければならない。 

（包括外部監査人の監査） 

第 252 条の 37（略） 

2～3（略） 

４ 包括外部監査対象団体は、当該包括外部監査対象団体が第百九十九条第七項に規定する財政

的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの、当該包括外

部監査対象団体が出資しているもので同項の政令で定めるものの出納その他の事務の執行で当

該出資に係るもの、当該包括外部監査対象団体が借入金の元金若しくは利子の支払を保証して

いるものの出納その他の事務の執行で当該保証に係るもの、当該包括外部監査対象団体が受益

権を有する信託で同項の政令で定めるものの受託者の出納その他の事務の執行で当該信託に係

るもの又は当該包括外部監査対象団体が第 244 条の 2 第 3 項の規定に基づき公の施設の管理

を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るものについて、包括外

部監査人が必要があると認めるときは監査することができることを条例により定めることがで

きる。 

５ （略） 

（第 199 条第 7 項の規定による監査の特例） 

第 252 条の 42 普通地方公共団体が第 199 条第 7 項に規定する財政的援助を与えているものの

出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの、普通地方公共団体が出資しているもの

で同項の政令で定めるものの出納その他の事務の執行で当該出資に係るもの、普通地方公共団

体が借入金の元金若しくは利子の支払を保証しているものの出納その他の事務の執行で当該保

証に係るもの、普通地方公共団体が受益権を有する信託で同項の政令で定めるものの受託者の

出納その他の事務の執行で当該信託に係るもの又は普通地方公共団体が第244条の2 第3 項の

規定に基づき公の施設の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務

に係るものについての第 199 条第 7 項の要求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契

約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の長は、同項の

要求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、併せて監査委

員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。 

２～６ （略） 

 

 

 


